
※感染性がある物質に曝露する範囲に応じて選択/着用 

標準予防策における個人防護具選択 

2022 年度 西宮市内 地域感染対策合同カンファレンス 

合同カンファレンスの内容を一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組みの説明】 

西宮市内の医療機関は地域の感染（新興感染症を含む）対策のため、年 4 回上記内容等の合同カン

ファレンス（その内 1 回以上は、新興感染症を想定した訓練が必須）を実施しています。 

西宮市内の 6 医療機関（兵庫医科大学病院含む）と西宮市医師会・西宮市保健所の担当者が、指定

会場に集まり、その他西宮市内の診療所・病院は Web 参加という形式で実施しています。 

 

西宮市の「新興感染症を想定した訓練」も含めた合同カンファレンスの実施は、兵庫県内でも先進的

である。と、西宮市医師会長からも報告を受けました。 

このような活動を通じて、西宮市内の医療機関は地域の新興感染症を含めた感染対策の強化と、意

識向上を図っています。 

標準予防策とは 


